
 

 

照明制御自然の活用等

・昼光連動
・初期照度補正
・人感センサー

・高性能ガラス
・複層ガラス

・外断熱

など

高断熱化

・変風量制御
・変流量制御 など

搬送動力の削減

・太陽光発電（シースルー型）

緑化の推進

・屋上の緑化

・自然換気
・庇による日射のカット
・透水性舗装 など

25% 点灯 50% 点灯 70%点灯

750lx

昼光

750lx 750lx750lx

25% 点灯 50% 点灯 70%点灯

750lx

昼光

750lx 750lx750lx

グリーン庁舎イメージ図

■ 遮熱高断熱複層ガラス
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特殊金属膜

最新技術の採用

・水・氷蓄熱システム

冷凍機空調機

・クールビズ空調方式 など

※クールビズ空調の一例

電力負荷の平準化

※昼間の明るさを利用して、 照明エネルギーの削減
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総 括 意 見 の 概 要 
 

Ⅰ 官庁施設整備等の基本的考え方 
 

１ 計画的な官庁施設の整備 

○ 営繕計画書に関する意見書制度の的確な運用により、各省各庁の官庁施設が

合理的かつ適正に検討・整備されることが必要である。 

○ 官庁営繕関係基準類等のうち 20 の技術基準類等が、各省各庁で共通に使用さ

れる「統一基準」として決定されており、営繕事務の合理化・効率化を図ると

ともに、官庁施設の整備水準の確保を図っている。 

○ 合同庁舎化の推進等により、行政機関の庁舎については、長期的な展望に立

ち良質な官庁施設の整備を計画的に推進している。また、平成 18 年７月の社会

資本整備審議会建築分科会建議を踏まえ、効果的、効率的なファシリティマネ

ジメントの実施とともに、関係機関と連携しつつ、官庁施設整備を進めていく

必要がある。 

 

２ 官庁施設の保全の適正化 

○ 官庁施設を長期にわたり良質なストックとして国民の社会経済生活の基盤と

なるよう有効に活用するため、各施設の保全の適正化を図っていくことが必要

であり、同時に、適正な管理による既存ストックの有効活用を図っていくこと

が求められている。 

 

３ 透明性・効率性の確保 

○ 行政の一層の透明化が必要であるとともに効率化、公平性の確保が重要とな

っており、官庁施設の整備等に当たっては、行政全般に共通する環境変化を踏

まえ、事業の必要性や事業評価等による意思決定に関する透明性の確保等を図

り、工事の品質を確保しつつ、一層のコスト縮減を推進し、効率的な整備を実

施することが必要である。 

 

 

Ⅱ 官庁施設整備等における主要課題と主な施策 
 

１ 社会的要請に対応する官庁施設整備等の推進 

○ 地球温暖化問題への対応や循環

型社会の形成を図るため、官庁施

設における環境負荷低減の取組を

推進する必要がある。特に、京都

議定書目標達成計画や政府の実行

計画等を踏まえ、官庁施設の適正

な運用管理の徹底、太陽光発電・

建物緑化等のグリーン化の実施、

ESCO 事業の導入等、より一層の地

球温暖化対策への取組を実施しな

ければならない。 

（別紙１）
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インフラインフラの被害の被害
（ライフライン、公共
交通機関、通信網、

避難施設等）

官庁施設における防災拠点施設の重要性

災害対応体制の立ち上げ
（国の機関の場合）地震地震災害災害

発生発生
中央官庁

支援情報

下水道の被害下水道の被害
（マンホールの浮き

上がり）

道路の寸断道路の寸断

被災地（出先機関）からの状況報告

防災拠点施設としての機能の確保

・災害時の情報収集・指令
・二次災害に対する警報の発令
・災害復旧対策の立案、実施 等

迅速な被災地支援のためには、官庁施設の耐震性の確保が重要

ブロックの出先機関

被災地の出先機関

支援情報

被災地内の市被災地内の市
民、企業、帰民、企業、帰
宅困難者宅困難者

機能確保の
ための対応

情報収集

直接的支援

図 官庁施設のユニバーサルデザインのイメージ 

図 防災拠点施設の機能 

○ 官庁施設整備における環

境保全性の一層の確保のた

め、平成 21 年度中に「官庁

施設の環境保全性基準」の

統一化を図り、「政府の実

行計画」を着実に実施する

必要がある。 

○ 災害応急対策活動を行う

防災拠点施設等については、

災害時にも必要な行政機能

が発揮できるよう建築物全

体としての総合的な耐震性

能の確保が必要である。防

災拠点施設以外の官庁施設についても、求められる耐震性能を確保しなければ

ならない。 

○ 求められる耐震性能が確保されていない可能性のある既存施設については、

防災拠点施設を中心とする緊急性の高いものから計画的に整備等を行い、耐震

性能を確保していくことが必要である。 

○ 官庁施設の整備に当たっ

ては、ユニバーサルデザイ

ンの考え方を踏まえ、高齢

者、障害者等を含むすべて

の人が円滑かつ快適に、ま

た安心して施設を利用でき

るよう、利用者ニーズにき

め細やかに対応した施設整

備を推進する必要がある。 

 

 

 

２ 官庁営繕行政における透明性・効率性の一層の確保 

○ 国民、利用者及び地域住民への施設整備の説明責任を果たし、実施過程の透

明性を高めるとともに、整備内容について国民又は利用者から意見を聴き、適

切に反映させる手法について検討を進めなければならない。 

○ 入札・契約制度の改革に伴い増大する入札・契約手続、工事監督業務及び検

査業務等の円滑な実施を図るとともに、入札における透明性・公平性・競争性

の確保、官庁施設の品質確保の促進を図らなければならない。 

○ 官庁施設が本来備えるべき性能及び品質を確保しつつ、工事の時間的効率性

の向上、ライフサイクルコストの低減等を含む総合的なコスト構造の改善を一

層推進しなければならない。 

○ 膨大な官庁施設のストック全体としての質を向上させるためには、個々の建

築物を対象とするだけではなく、所有、利用形態にかかわらず、一定エリア内

の複数の建築物を対象とした整備を行うことがより効果的・効率的であり、地

域整備構想と整合した施設整備を進める必要がある。 
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図 国家機関の建築物の経年別延べ床面積 

図 官庁施設の修繕費の推移 

Ⅲ 官庁施設整備の現状 
 

○ 行政財産としての建築物の総延

べ面積（平成 20 年３月末現在の財

務省国有財産情報公開システムデ

ータを基に算出）は、約 5,100 万

㎡に上っている。これら官庁施設

の現状を把握するため、保全業務

支援システムを活用した保全実態

調査のほか、官公法第 10 条の規定

により、その営繕を国土交通大臣

が行うものとされている施設を中

心に官庁建物実態調査を実施して

いる。 

○ 保全実態調査は、国家機関の建築物等の保全の実態と問題点を把握し、適正

な保全を実施することを目的とした調査である。平成 20 年度に調査を実施した

約 13,370 施設のうち、合同庁舎等及び一般事務庁舎は約 5,320 施設（40％）と

なっている。 

○ 官庁建物実態調査の実施施設の総延べ面積は、約 1,092 万㎡であり、うち国

有建築物の総延べ面積は、約 1,048 万㎡で全体の約 96％を占めている。このう

ち、建築年数が 30 年以上の施設の総延べ面積は、約 403 万㎡で全体の約 38％

を占めている。 

○ 非木造建築物の老朽度の目安となる現存率が 80 以下の建築物の割合は、平成

５年度の 48.4％から平成 20 年度には 57.0％まで増加している。 

○ 各省各庁から国土交通省に要求される合同庁舎特別整備及び特別修繕の計画

額と予算額の実績を見ると、大きな乖離が生じており、官庁施設の機能を適切

に維持していくためには、修繕に係る予算の確保が必要であるとともに、コス

ト縮減に努め、計画的に整備を推進する必要がある。 
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